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適正な経理処理の確保に向けた点検結果（平成２８年度結果）

平成２８年１２月２６日

教 育 総 務 課

１ 趣旨

平成１８年度及び平成２０年度に発覚した不適切経理事案を教訓として風化させないためにも、適正な経

理処理の確保（不適切経理の防止）に向けて毎年度、定期的に県費外会計の経理処理の状況について点検を

実施しています。

鳥取県教育委員会における平成２８年度点検結果をまとめたので、報告します。

２ 点検内容

実施期間 平成２８年４月８日から平成２８年１２月１４日まで

対象所属 事務局 ２０所属

県立学校 ３２校（高等学校２４校 特別支援学校８校）

対象項目 (１) 処理に困っている資金、通帳等の存在

教職員が管理している資金、通帳等について、処理に困っているものその他疑義のある

ものの存在の有無及びその内容

(２) 平成２７年度中の県費外会計取扱状況

教職員が管理している県費外会計の会計数、取扱内容、処理状況等

実施方法 各所属に上記対象項目に係る徹底した点検及び結果報告を指示し、報告を受けた結果に応じ

て必要な聞取調査を行った。

※ 今年度は平成 27 年度点検結果を踏まえたチェックシートにより全会計の自主点検を実
施し、その結果を受けて特に「会計担当者の私費による立替払」について実態把握と課題の

整理を実施したため、例年実施している実地点検（抽出調査）は実施していない。

３ 点検結果

(１) 処理に困っている資金、通帳等の状況

日野高等学校において、日野高ショップ根雨店における釣り銭用として引き継がれてきていた現金

35,335円の存在が確認されるとともに、出所不明の収入印紙（600円分）が発見された。
いずれも正確な出所を確認できなかったことから、現金については県費に繰り入れ、収入印紙は他所属

に保管換えの上有効活用することとする（詳細は「別紙１」のとおり）。

(２) 平成２７年度中の県費外会計取扱状況

・ 鳥取県教育委員会における県費外会計の保有状況は下表のとおりであった。

＜平成２７年度度県費外会計保有状況＞ （括弧書きは昨年度調査結果）

項目 所属数 会計数 主な増減要因

県費外会計を保有 44 1,603 ・船上山少年自然の家及び大山青年の家において、公衆電話使用

している所属 (46) (1,626) 料が県費に直接収入されることとなったことに伴い「公衆電話

県費外会計を保有 8 － 設置に伴う会計」が廃止となり、両所属の保有会計数が０とな

していない所属 (6) (－) ったことによる会計保有所属数の減

合 計 52 1,603 ・高等学校数校における講座開設数や検定実施数が減少したこと

(52) (1,626) に伴う関連する会計の減少、特別支援学校数校における学級編

成の変更等による学級会計数の減少等による保有会計数の減

・ 県立学校以外の所属においては改善を要する事項等は認められなかった。

・ 県立学校においては、自主点検等により全校において会計担当者等の私費による立替払が確認された

ほか、現金を校内で定めた場所以外の場所で保管する等の「県費外会計等取扱ガイドライン（平成 18
年 11月 13日付教育長通知。以下「ガイドライン」という。）」又は各学校で定める県費外会計等取扱要
綱等に沿った処理が行われていない等の改善（を検討）すべき会計が 693会計確認された（点検結果の
詳細は「別紙２」のとおり）。

４ 今後の方針

・ ガイドライン所管課である高等学校課において立替に関するルールを定めること、現金は校内ルールに

則った場所で保管することその他ガイドライン・取扱要綱に沿った処理等を行うよう改善を指示するとと

もに、全所属に対し点検結果を周知し、県費外会計の適正な取扱いを徹底する。

・ 次年度以降も各所属による自主点検を継続して実施するとともに、教育行政監察担当による実地点検

（抽出調査）を実施することとする。



処理に困っている資金、通帳等に係る点検結果について

１ 対象所属

日野高等学校

２ 処理に困っている現金等について

概 要 調査結果及び対応方針

（１）現金３５，３３５円

平成２６年度まで日野高ショップの釣り銭とし 学校を通じて関係資料の確認及び関係者への

て使用されていたが、平成２７年度から日野高シ 聞取り等による調査を行ったが当該現金の正確

ョップ釣り銭が県費措置されることとなり、当該 な出所を確認することはできなかったことか

現金を使用する機会がなくなったもの。 ら、全額を県に繰り入れることとする。

本来であれば県費外会計として処理してくるべ

きものであったと考えられるが、学校においてそ

の認識がないまま引き継がれてきていた。

（２）収入印紙６００円分

平成２８年１月末頃、職員が鍵を探して、事務 学校を通じて関係資料の確認及び関係者への

室書庫内の金庫にある長期間開けたことのなかっ 聞取り等による調査を行ったものの、出所不明

た古い鍵が保管されている缶を開けたところ、 であり、いつから、何のために事務室内で保管

２００円分の収入印紙３枚が入っているのを発見 されていたものか等について確認することがで

したもの。 きなかった。

現在、日野高等学校において印紙を使用する

事務は存在しないため、他所属に保管換えの上、

有効活用を図ることとする。

（別紙１）



平成２７年度中の県費外会計取扱状況について

１ 点検方法・内容

平成 27 年度点検結果を踏まえ、全所属に対し別添１「県費外会計事務に係るチェックシート（会
計担当者用）」を用いた自主点検と報告を指示し、その結果等に基づき、必要に応じ教育総務課教育

行政監察担当が追加で聞取調査等を実施した。

２ 自主点検結果等

県立学校以外の 12 所属 31 会計においては改善を要する事項等は認められなかったが、県立学校
については全校において以下のとおり改善（の検討）を要する事項等のある会計が認められた。

各校においては、平成 27 年度点検結果の趣旨を踏まえ、要改善事項について適切に対応されたい。

点検項目 「要改善」のある

校数・会計数

１ 立替払

会計担当者の私費による立替払を実施していないか。 32校 483会計
２ 適正な管理

(１)（通帳管理の場合）会計担当者以外の者が通帳を管理するなど、常に出入金の 7校 45会計
状況を会計担当者以外の者が確認できる体制となっているか。

(２)（現金管理の場合）

ア 現金は各所属で決められた場所に保管し、施錠しているか。 3校 21会計
イ 金庫等での保管を原則とし、担当者の机の中等で保管する金額及び保管期間 0校 0会計
は必要最低限のものとしているか。

ウ （県立学校のみ）ガイドライン・取扱要綱上現金管理が認められている会計 8校 61会計
であるか。

エ （県立学校のみ）県費外会計等検討委員会で現金管理が認められているか。 1校 15会計
３ 会計処理

ア 収入及び支出にあたっては、それぞれ伺書により処理しているか。 4校 57会計
イ 監査の方法等が定められ、そのとおり実施されているか。 3校 17会計
ウ 金銭出納簿、預貯金残高及び収支に係る証拠書類を確認の上、各事業年度末 5校 16会計
に収支計算書を作成し、所属長等の確認を得ているか。

エ 金銭徴収に当たり、目的、金額、方法等について、徴収対象者に対して事前 0校 0会計
説明を行っているか。

オ 金銭徴収対象者等に対して各事業年度終了後に、収支状況報告を行っている 2校 4会計
か。

カ 過去のものも含め、通帳等の会計関係書類が保存されているか（５年保存）。 3校 11会計
キ （県立学校のみ）年度開始から概ね半年を経過した時点で収支状況を校長に 4校 102会計
報告しているか。

４ その他

追加調査において判明した上記以外の要改善事項 2校 3会計

合 計 32校 693会計
※ 上記１～３は自主点検に基づき報告された結果であり、個別の状況について教育総務課教育行政監察担当

において精査したものではない。

※ １の立替払については実施している旨の報告のあった会計は便宜上一律に「要改善」としているが、実際

の改善の要否については、３(１)③(ア)により今後検討されるルールに従って個別に検討されることとなる。

※ 複数の「要改善」項目のある会計があるため、校数・会計数を合計しても合計欄と一致しない。

※ 平成 27 年度点検結果における要改善項目については、別添２「平成２７年度点検結果における要改善事
項（まとめ）」を参照

（別紙２）



３ 追加調査結果

(１) 立替払の状況

平成 27 年度点検結果において実地点検対象校のうち２校２会計について、会計担当者の私費に
よる立替払（いずれもマイナス会計（立替を行う際に預金残高又は現金残高が不足している状態

のある会計（立替分を収入として計上しているために書類上マイナスが発生していない場合を含

む。）をいう。以下同じ。）の状態での立替）が認められたことから改善を指示したところである

が、２の自主点検において全県立学校において立替払（マイナス会計が生じていない場合を含

む。）が実施されている実態があることが判明したことから、その全容の把握及び課題の整理を行

った。

① 県立学校における私費による立替払の状況

（単位：会計）

会計類型 立替実施会計数（※括弧書きはマイナス会計の内数）

P T A 会 生徒会費･ 学年費・ 教材費・ 部 活 動 その他 合計

費・同窓 部 活 後 援 学級費 実習費・ 費・クラ

学校名 会費等 会費等 検定費 ブ費

高等学校

鳥取東高校 1(0) -(-) -(-) 1(0) 9(8) 3(0) 14(8)

鳥取西高校 2(0) 1(0) -(-) -(-) 2(2) 1(0) 6(2)

鳥取商業高校 -(-) -(-) -(-) 1(1) 5(4) -(-) 6(5)

鳥取工業高校 1(0) 3(0) 8(1) 3(1) 1(0) 5(0) 21(2)

鳥取湖陵高校 1(0) 2(0) -(-) -(-) -(-) 1(0) 4(0)

鳥取緑風高校 2(0) 1(0) 1(0) 2(1) 4(4) 2(0) 12(5)

岩美高校 1(0) 2(0) -(-) -(-) -(-) 1(0) 4(0)

青谷高校 1(0) 2(1) -(-) 2(0) 5(5) -(-) 10(6)

八頭高校 -(-) -(-) -(-) -(-) 6(6) -(-) 6(6)

智頭農林高校 1(0) 3(0) -(-) 5(0) -(-) 1(0) 10(0)

倉吉東高校 1(0) 2(0) 12(0) 1(0) 3(0) 2(0) 21(0)

倉吉西高校 2(0) 1(0) -(-) 1(1) 1(1) -(-) 5(2)

倉吉農業高校 2(0) 4(0) 2(0) 1(1) 3(1) -(-) 12(2)

倉吉総合産業高 -(-) -(-) -(-) 3(3) 3(3) 1(1) 7(7)

校

鳥取中央育英高 2(0) 3(1) 4(0) 1(0) 6(0) 2(0) 18(1)

校

米子東高校 2(0) 3(0) 1(0) 7(0) 23(11) -(-) 36(11)

米子西高校 1(0) 1(0) -(-) -(-) 1(0) -(-) 3(0)

米子高校 1(0) 2(0) 12(0) 23(0) 6(0) -(-) 44(0)

米子南高校 1(0) 2(0) 9(0) 8(0) 4(0) -(-) 24(0)

米子工業高校 1(0) 2(0) 3(0) 2(0) 4(2) -(-) 12(2)

米子白鳳高校 1(0) 3(0) 4(1) 7(1) -(-) 3(0) 18(2)

境高校 1(0) 2(0) 1(1) 3(2) 3(1) 1(0) 11(4)

境港総合技術高 1(0) 5(0) 8(0) 1(0) -(-) 5(0) 20(0)

校

日野高校 2(0) 3(0) 3(0) 6(0) 2(0) 2(0) 18(0)

小計① 28(0) 47(2) 68(3) 78(11) 91(48) 30(1) 342(65)



会計類型 立替実施会計数（※括弧書きはマイナス会計の内数）

P T A 会 生徒会費･ 学年費・ 教材費・ 部 活 動 その他 合計

費・同窓 部 活 後 援 学級費 実習費・ 費・クラ

学校名 会費等 会費等 検定費 ブ費

特別支援学校

鳥取盲学校 2(0) 2(0) -(-) 1(0) 1(0) 1(0) 7(0)

鳥取聾学校 2(0) -(-) 10(7) -(-) -(-) 1(0) 13(7)

鳥取養護学校 1(0) -(-) 3(3) -(-) -(-) -(-) 4(3)

白兎養護学校 4(0) -(-) 44(27) -(-) -(-) 1(0) 49(27)

倉吉養護学校 1(0) -(-) 38(31) -(-) -(-) 3(0) 42(31)

皆生養護学校 1(0) -(-) 21(21) -(-) -(-) 1(0) 23(21)

米子養護学校 2(0) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 2(0)

琴の浦高等特別 1(0) -(-) -(-) -(-) -(-) -(-) 1(0)

支援学校

小計② 14(0) 2(0) 116(89) 1(0) 1(0) 7(0) 141(89)

合計（①＋②） 42(0) 49(2) 184(92) 79(11) 92(48) 37(1) 483(154)

② 立替払の理由別発生状況等

立替払の状況は学校により異なっている部分もあるが、これが行われている理由（事情）に

より類型化すると概ね以下のとおりであった。

※ 複数の理由により立替払を行っている会計があるため、(ア)から(ウ)まで及び(オ)の会計

数を合計しても、①の表の立替実施会計数の合計とは一致しない。

(ア) 精算払としての立替払（３０校３６０会計）

（教材費・実習費会計等において）現物を見て購入する場合、（ＰＴＡ会計等において）保

護者等が店頭で物品等を購入する場合や休日に香典等が必要となった場合、郵便局で支払う

郵便料金といった、事前に金額が未定であるため資金前渡を行うと精算が生ずる（ために複

数回金融機関に赴く必要のある）場合や資金前渡又は請求書払とすることができない場合等

のほか、インターネットで購入し会計担当者のカードで支払っている場合、金額は事前に判

明しており資金前渡は可能であるがこれを行わずに事後精算することが慣例化していた場合

等において、精算払としての立替を行っている会計がほぼ全校に存在し、立替の発生してい

る会計全体の約 75％（360会計／ 483会計）を占めていた。
これらに係る立替期間は概ね数日間から１週間程度のものがほとんどであったが、１ヶ月

程度のものもあり、中には約５ヶ月間にわたり実施した 23 回の立替分約 14 万円をまとめて
精算している事例や、４月から年度末まで実施した 31 回の立替分約 9 万円をまとめて精算し
ている事例も存在した。

なお、当該趣旨による立替を行っている会計の中には一時的にマイナス会計の状態におけ

る立替が生じているものも存在するが、それは(イ)以下に示す他の理由によるものであり、

精算払としての立替が原因となるものではない。

(イ) 収入時期と支払時期が先後すること等による立替払（１９校１３９会計）

学年・学級費会計や教材費・実習費・検定費会計等において、学校徴収金システムによる

１年次第１回の徴収金引き落としが５月 26 日頃であることその他（現金徴収の場合や他の学
年も含め）年度当初は納入時期より先に教材等の購入が必要な場合がある等の理由により、

年度当初に必要な経費分等について立替が行われていた。

また、部費会計やこれに係る助成金等を支出する生徒会費・部活後援会費会計等において

も、年度当初の部費徴収時期（４月末～５月初旬等）より先に大会参加登録料その他の支出

を行う必要があることや、上記と同様に学校徴収金システムによる納入時期よりも先に支出

を行う必要があること等を理由とする立替が多数存在したほか、年度中途であっても、大会

参加等に係る連盟からの助成金の一部が大会後に支払われること等の理由により、立替が行



われていた。

上記のほか、物品購入等の支出後に額を確定させて徴収することとしているため、定期的

に一定額を徴収しているが途中で不足が生じたため、財源となるべき助成金の請求を事後に

行っていたため、４月から年度末まで１度も精算せずに立替を行っていたところ年度末の部

費徴収前に不足が生じていた、といった会計担当者の事務手続の進め方による立替でマイナ

スが生じている会計も存在していた。

このほかに、生徒の実習による物品販売の仕入代金のうち請求書払にできない部分につい

て複数の教職員が立替を行い、売上げにより精算していた会計も存在した。

これらの会計は、いずれも一時的にマイナス会計となっており、また、収入時期により精

算時期が左右されるため、(ア)の精算払いとしての立替に比べ長期にわたる傾向があり、立

替期間が１～２ヶ月に及んでいるものも数多く確認されたほか、年度末になって初めて立替

分が完全に精算された会計も存在した。

(ウ) 納期限に納入されないことによる立替払（９校１７会計）

学年費・学級費会計、教材費・実習費・検定費会計及び部活動費会計において、支払期限

までに納入が間に合わない生徒がある等の理由により立替が行われていた。

これらの会計は、いずれも一時的にマイナス会計となっており、また、納入者の個別の状

況により精算時期が左右されることなどから、年度末になって初めて立替分が完全に精算さ

れた会計も存在した。

(エ) 他会計等からの一時流用（２校３会計）

私費による立替払ではないが、上記(イ)又は(ウ)のような財源不足が生じた際に他会計等

からの一時流用を行って支出をしているとの報告があった（今回の自主点検項目は私費によ

る立替を対象としているため、流用については全てが報告されていない可能性が高い。「立替

実施会計数」に未計上）。

その内容としては、年度初めに学校徴収金システムにより引き落としがされるまでの間に

おける１年生分の支出についてＰＴＡ会費や２年生分の学年費から流用しているものや研修

旅行費用の納入遅滞のあった生徒分について他の生徒分から一時的に充当といった内容であ

った。

いずれも流用について校長決裁を受けており、１会計については事前に流用元となる会計

の負担者（保護者等）からの了解を得て行われていたと認められるが、２会計については流

用元会計の負担者に対する説明・了解の手続はとられていなかった。

(オ) 会計担当者の私費による補填（２校２会計）

自主点検により立替払として報告された会計の中に、立替ではなく会計の不足分を私費に

より補填していた会計が存在した（便宜上「立替実施会計数」に計上）。

ａ 部活動顧問教諭の私費による部活動費の補填（１校１会計）

顧問教諭が毎年度、部費の不足分を私費により補填していた運動部会計が存在した。

当該会計においては、遠征費等の一部経費のみ保護者から徴収し、その他の部分につい

ては顧問教諭が負担して書類上ゼロ精算とするといった扱いを続けており、会計書類が保

存されている平成 23 年度から 27 年度までの５か年間において計 596,191 円を同教諭が負
担したこととなっている。

当該取扱いの開始時期は正確には不明であるが、学校が同教諭に聞き取ったところによ

れば、平成 19・20 年度は数十～数百円程度であった補填額がその後万円単位に膨らんでい
ったとのことであり、このような取扱いの理由は主として「生徒の家庭の経済状況にかか

わらず部活動が行えるよう支援したい」との動機によるものであるとのことであった。

上記補填額の中には、遠征先での観光施設料金や部員との親睦のための飲食費など、私

費による補填を前提としない場合支出を行わなかった可能性のある経費も最大年間数万円

程度含まれていたとみられるが、私費補填を恒常的に行うことで部費内で処理すべき経費

の判断が曖昧になっていた可能性がある。



毎年度の会計書類上「担当者負担」として金額が明示されており、かつ、年度中途にお

いて多額のマイナスが発生していることも会計書類上明らかであることから、学校におい

て適切に状況を把握し、会計担当者に対する指導を行っていれば早期に改善が図れたもの

と考えられるが、長期間にわたりそれができていなかった。

また、当該会計については、県費外会計等取扱ガイドライン（平成 18年 11月 13日付教
育長通知。以下「ガイドライン」という。）及び各学校で定める県費外会計等取扱要綱（以

下「取扱要綱」という。）で義務づけられている保護者に対する執行状況の報告も行われて

いなかったため、保護者はこのような状況について認識していなかった可能性が高い。

ｂ 会計担当者による実習用教材費の端数の負担（１校１会計）

当該会計においては、実習の都度教材費を保護者から徴収していたが、ある実習におい

て必要経費を生徒数で除したところ１円の端数が出たため、これを会計担当者が負担して

いた。

同校内では、端数が発生する場合には１円繰り上げて全員から徴収し残余現金を生徒会

会計に繰り入れるルールがあったが、会計担当者はこのルールを知らなかったとのことで

あった。

③ 点検結果から判明した課題と改善指示内容

(ア) 立替払に関するルールが不存在

現在、ガイドラインにおいては私費による「立替払」についての記載がなく、明示的に禁

止又は許容されていないが、以下により、立替払については、現状を整理した上で、原則禁

止と例外の設定といった一定の規制が必要であると考える。

ａ ガイドライン上及び取扱要綱上原則として「支出伺」の作成を要することとしており、

会計担当者の判断で支出することにつながる「立替払」が通常の手続として認められてい

るとは読めないこと。

ｂ 公費に準じて取り扱うべき県費外会計と自己の財布の区別を曖昧にする行為であり、何

ら規制なく恒常的に行われる場合には、不正行為に対する心理的ハードルが下がりかねな

いこと。

ｃ 受益者からの徴収前等に支出が行われるマイナス会計における立替は、予定どおり徴収

できなかった場合に立替者に経済的不利益が発生することになり、このような徴収リスク

を会計担当者等に負わせることは適当でないこと。

ｄ 報告があった立替の中で個人が立て替えた金額の１回当たり最大金額は約 15 万円、年間
最大金額は約 64 万円におよび、他に年度末になって初めて完全に精算された会計も存在し
ていた。たとえ後日精算されるにしても、多額、長期間又は頻回の立替は会計担当者の経

済的負担になるものであり、これを会計担当者等に負わせることは適当でないこと。

ｅ 他の自治体においても、立替払を禁止（原則又は全面）としている例があること（例：

東京都、兵庫県、岡山県、大分県、神戸市等）。

ｆ 他の自治体において近年、包括外部監査・行政監査の結果報告においても、「立替払」が

不適切であると指摘されたりルールを定めるべきである等とされていること（例：岩手県

（平成 27年度行政監査）、兵庫県（平成 27年度包括外部監査）、大分県（平成 23年度行政
監査）、東京都（平成 21年行政監査）等）。

【改善指示事項】

○ 立替払に関するルールの策定と立替払の見直し・適正化

ガイドラインを所管する高等学校課において以下の「検討のポイント」を踏まえ、他の

自治体の例等も参考として検討を行い早急に立替払に関するルールを定めることとし、各

県立学校においては、これに従い立替払の見直しと適正化を行うこと。

＜検討のポイント＞

ａ 精算払としての立替について

②(ア)でみたような会計残高の範囲での精算払としての立替については、他の代替手段



がないといった事情や教職員の事務負担軽減等といった趣旨に鑑みれば、一定の範囲で認

めることには合理性が認められる。

一方で、このような立替を認めることで会計担当者等に過度の経済的負担を強いること

や適切でない経理処理につながることは避けるべきであることから、以下のような検討を

行い、それに基づき適切な運用が図られるよう整理の上ルールを設定されたい。

ⅰ １回当たりの立替金額や年間累計額等の上限を設定する等、経済的負担が過度になら

ないよう検討すること。

ⅱ 精算期限についてのルールを検討すること。

ⅲ 資金前渡や請求書払といった立替以外の手段を優先し、あわせて、立替が会計担当者

にとって強制的なものとならないよう配慮すること。

ⅳ ガイドライン及び取扱要綱により定めた支出に関する意思決定手続等が適正に行われ

るよう検討すること。なお、立替払を前提とした場合に支出伺等のあり方を変更すべき

であれば、別途検討すること。

ｂ マイナス会計における立替及び他会計流用について

マイナス会計における立替は、会計担当者等に徴収リスク等を負わせるものであり、原

則として禁止すべきである。

その上で、現在実施されているマイナス会計における立替の現状を分析し、徴収・支払

の時期・方法等の見直しで解消できるものについては解消し、それでも対応できない真に

やむを得ないものの取扱いを別途検討されたい。

この場合、会計担当者個人に対し私費負担を制度上強制したり、徴収リスクを負わせる

ことにつながらないように留意すべきである。

なお、②(エ)で見たように、マイナス会計下における私費による立替を防止する観点で

他会計等からの一時流用を行っている会計が存在しており、そのような取扱いの可否や、

仮に認めることとするのであればその要件（徴収リスクに関する事項も含む。）等について

検討されたい。

ｃ 立替等に係る手続と記録の保存について

ａ及びｂによる検討により一定の立替や流用が認められる場合であっても、その適正を

担保し、後日検証可能とするためには、ａⅱの精算期限、同ⅳの意思決定手続のあり方の

ほか、立替期日・立替者・精算期日等に関する記録といった手続や記録のあり方について

別途検討が必要である。

特に流用については、②(エ)で見た一部の会計のように流用元会計の負担者（保護者

等）への説明・了解なく実施することは適当ではないので、手続の検討に当たっては、こ

の点に十分留意されたい。

(イ) 会計担当者の私費による補填が存在

②(オ)a の部活動顧問による毎年度の多額の補填については、指導に対する熱心さから自発
的に行われていたものと考えられるが、県費外会計は公費に準じて公務の一環として取り扱

っている会計であり、私費による補填を行うことは適当ではなかった。

このことは学校において容易に把握可能な状況であったにもかかわらず、長期間にわたり

適切な状況把握と指導が行われてこなかったことは不適切である。

また、②(オ)ｂの会計担当者による端数負担については、校内ルールが周知されていなか

ったことが原因であったが、そもそも会計担当者が県費外会計に係る経費について私費で負

担することが適当でないとのことの認識不足があったものと考えられる。

【改善指示事項】

ａ 私費による補填禁止の周知徹底

私費による補填が認められた会計においては、今年度よりそのような取扱いを廃止する

とともに、各所属においては、県費外会計は公費に準じて公務の一環として管理している

ものであり、「善意によるものであっても、経費の一部を私費により負担することは公私の

区別を混同する行為であり、行ってはならない」との意識を全ての会計担当者に徹底する

こと。



ｂ 所属における適切な状況把握及び指導等

ガイドライン及び取扱要綱で定める校長への中間報告及びこれに基づく調査・指導・助

言、会計年度終了時における収支状況報告を適切に行い、各学校において各会計の状況把

握と必要に応じた適切な指導を行うこと。

なお、保護者に対する執行状況報告といった手続も適正に実施すること。

ｃ 県費外会計に関する校内ルール等の周知徹底

ガイドライン及び取扱要綱の内容はもとより、端数負担に関することその他県費外会計

に関する校内ルール等についても全ての会計担当者に周知すること。

(２) 現金・通帳等の適正な管理に関する事項

○ 不適切な現金管理による盗難事案の発生（１校１会計）

県立高校１校の運動部会計において、平成 27 年６月に大会参加費、練習着購入費等として徴
収し、又は生徒会から助成を受けた計 153,800 円について、業者への支払い等のため体育教官
室内の未施錠の机の中に保管していたところ、外部からの侵入者によると思われる盗難事案が

発生していた（警察に届出済）。

当該会計は通帳管理会計であるが、同校においては現金保管場所は「職員室内の施錠可能な

貴重品保管用ロッカー」と決められているにもかかわらず、異なる場所で未施錠で保管してい

た。

【改善指示事項】

○ 適切な現金管理の徹底

通帳管理会計であり現金管理は一時的なものであったとしても、校内で定めた現金保管場

所以外の場所において、かつ、未施錠の机の中で現金管理が行われていたことは問題であり、

校内ルールに則った場所で、確実に施錠の上保管を行うよう徹底すること。



別添１

県費外会計事務に係るチェックシート（会計担当者用）

所属名

会計名

担当者名

以下のチェック項目のうち、いずれかが「いいえ」の場合、適正な事務処理が行われていない恐れがありま

す。速やかに所属長に報告するなどして、改善を図ってください。

１ 私費との区別

チェック項目 判定

ア 会計残高に不足が生じることのないよう徴収対象者から計画的に徴収を行う等し □はい □いいえ

て計画的に会計管理を行い、一時的にであっても私費による立替払を行っていな

いか。

２ 適正な管理

（１）通帳管理会計の場合

チェック項目 判定

ア 会計担当者以外の者が通帳を管理するなどして、常に出入金の状況を会計担当者 □はい □いいえ

以外の者が確認できる体制となっているか。

（２）現金管理会計の場合

チェック項目 判定

ア 現金は各所属で決められた場所に保管し、施錠しているか。 □はい □いいえ

イ 金庫等での保管を原則とし、担当者の机の中等で保管する金額及び保管期間は必 □はい □いいえ

要最低限のものとしているか。

ウ ＜県立学校のみ＞ □はい □いいえ

現金管理が認められている会計であるか（以下①～③のいずれかに該当してい

るか。

① １回の支払いで会計処理が終了する会計

② 年間収入総額が極めて少額（概ね１０万円以下等学校で定められた金額以

下）である会計

③ 通帳での管理が、教育活動及び会計処理に著しく支障を生じさせる会計

（※ ①～③に該当するか否かの判断については、別紙「ガイドラインにお

ける現金管理の要件の趣旨・解釈」を参照のこと）

エ ＜県立学校のみ＞ □はい □いいえ

県費外会計等検討委員会で現金管理が認められているか

３ 会計処理

チェック項目 判定

ア 収入及び支出にあたっては、それぞれ伺書により処理しているか。 □はい □いいえ

（収支の意思決定、確認が組織として行われているか。）

イ 監査の方法等が定められ、そのとおり実施されているか。 □はい □いいえ

ウ 金銭出納簿、預貯金残高及び収支に係る証拠書類を確認の上、各事業年度末に収 □はい □いいえ

支計算書を作成し、所属長等の確認を得ているか。

エ 金銭徴収に当たり、目的、金額、方法等について、徴収対象者に対して事前説明 □はい □いいえ

を行っているか。

オ 金銭徴収対象者等に対して各事業年度終了後に、収支状況報告を行っているか □はい □いいえ

カ 過去のものも含め、通帳等の会計関係書類が保存されているか（５年保存）。 □はい □いいえ

キ ＜県立学校のみ＞ □はい □いいえ

年度開始から概ね半年を経過した時点で収支状況を校長に報告しているか。



別添２
平成２７年度点検結果における要改善事項（まとめ）

１ 会計担当者の私費による立替払を行わないこと
(ア) 公私を区別する意識の徹底

どちらの会計においても会計担当者等に「立替払」は行うべきでないとの認識はなく善意
で行っていた行為であった。しかしながら、県費外会計は公金に準じて管理しているもので
あり、「仮に一時的であっても立替払を行うことは公私の区別を混同する行為であり、行っ
てはならない」との意識を全ての会計担当者に徹底すること。

(イ) 立替払の発生しない会計管理方法の検討・実施
年間の収支について計画を立て、仮に年度初めに大きな支出が見込まれる会計の場合には

一定の次年度繰越を制度化する、あるいは年度当初に必要金額を徴収する等、保護者の理解
を得ながら残高不足の発生することのない会計管理方法を検討し、実施すること。
また、請求書・領収書等については整理して管理し、支払いの失念や残高不足が発生する

ことのないよう常に収支状況を正確に把握すること。

２ 現金管理会計についての確認等（県立学校のみ）
(ア) 現金管理の要件の点検と学校管理規程等の改正

県費外会計の管理は通帳管理が原則であり、現金管理は要件を満たし、かつ、「預貯金に
よる管理が適当ではない」と特に検討委員会が認めた会計についてのみ例外的に認められる
ものである。このガイドラインの趣旨を理解した上で、学校規程その他による現金管理の要
件がこの趣旨及び各学校の取扱要綱に反していないか確認を行い、必要に応じ、検討委員会
に諮った上で学校管理規程等の改正を行うこと。

(イ) 現金管理会計の要件適合性の確認と通帳管理への移行
全ての現金管理会計について、(ア)の点検・改正後の要件に適合しているか否かの確認を

行い、要件を満たさないものについては速やかに通帳管理に移行すること。
この場合、上記(ウ)で指摘した事項については、キャッシュカードの作成・利用をするこ

とで通帳管理に移行できるものと考えられるため、その点も含めた対応を検討されたい。
なお、ガイドライン・取扱要綱等により現金管理会計の適否の判断は検討委員会が行うも

のであるので、要件適合性の判断については、現金管理を継続すべきか通帳管理に移行すべ
きか、及び現金管理を継続する場合にはそれぞれどの要件に該当するのか、について整理し
た上で検討委員会に諮って行うべきである。

※ (ア)及び(イ)に当たっては、「ガイドラインにおける現金管理の要件の趣旨・解釈」に留
意して行うこと。

３ 現金・通帳の管理の適正な管理の徹底
(ア) 金庫等における現金管理等を検討

現金の管理については事務室・校長室等にある金庫等での管理を原則とし、机の中等にお
ける保管は土日等に現金が必要である等の事情がある場合にあらかじめ必要額を金庫等から
出して数日間保管する場合に限定する等、不正防止（内部けん制）及び盗難防止等の観点か
らの適切な保管を検討すること。

(イ) 通帳管理における内部けん制体制を整備
不正防止（内部けん制）及び盗難防止等の観点から通帳管理は会計担当者以外の者が管理

する等、常に出入金の状況を会計担当者以外の者が確認できる内部けん制体制を整えること。

４ 取扱要綱等に沿った会計管理の徹底（県立学校のみ）
以下の事項も含め、ガイドライン、取扱要綱及び学校規程に沿った運用となるよう点検し、

改善すること。
(ア) 取扱要綱に沿った事務処理の徹底

収支計算書の作成、監査の実施、校長への中間報告、保護者等への事前説明及び収支状況
報告といった取扱要綱等で定める事務を確実に実施するとともに、実施した記録を保存する
こと。

(イ) 証拠書類の５年保存の徹底
取扱要綱において証拠書類等の保存期間は５年となっていることを周知し、必要な書類の

保管を徹底すること。



番号 会計等の名称
点検
結果

平成27年度末
保有額（※１）

平成27年度
決算額（※２）

会計の内容
管理
方法

教職員が取り扱っている理由等

1
（教育総務課）
教育労働運動記者会

適正 412,642 1,003,080 教育労働運動記者会の経理 通帳 教育労働運動記者会からの要望による。

2-1
（教育環境課）
鳥取県教育施設整備期成会
事務局会計

適正 171,796 227,092
教育施設整備の促進を図る業務を行う事
務局の会計

通帳
公立学校施設の整備促進を目的として、全国組織と連携しながら活動している
組織であり、公立学校施設整備を担当している教育環境課に事務局を設置し
ているもの

2-2
（教育環境課）
鳥取県教育施設整備期成会
事務局会計（切手等）

適正 5,732 5,732
教育施設整備の促進を図る業務を行う事
務局の会計

現物
公立学校施設の整備促進を目的として、全国組織と連携しながら活動している
組織であり、公立学校施設整備を担当している教育環境課に事務局を設置し
ているもの

3
（高等学校課）
鳥取県産業教育振興会

適正 857,808 2,253,991 鳥取県産業教育振興会事務局の会計 通帳
学校、県教育委員会と産業界が連携し、産業教育の振興を図ることを目的とし
た会であり、職務と密接に関連している。

4
（高等学校課）
近畿高総文祭鳥取県実行委
員会

適正 0 43,130,470
第35回近畿高等学校総合文化祭鳥取県実
行委員会の会計

通帳
近畿高等学校総合文化祭鳥取県実行委員会の事務局が高等学校課に設置さ
れており、職務と密接に関連している。

5
（社会教育課）
ケータイ・インターネット教育
啓発推進協議会会計

適正 272,613 1,773,250
県委託事業（ケータイ・インターネット教育
啓発推進事業）に係る会計

通帳

県教育委員会が呼びかけて、県内の教育関係者、報道関係者、青少年育成団
体、通信業界団体、県教育委員会及び関係課などで構成された、官民一体と
なってケータイ・インターネット教育啓発の推進を図ることを目的とした団体であ
り、課内に事務局を設置しているため。

6
（社会教育課）
鳥取県社会教育協議会会計

適正 72,132 596,192
鳥取県社会教育協議会に係る事務局の会
計

通帳
県及び各市町村が応分の負担を行い、本県の社会教育の振興発展に寄与す
ることを目的とした団体であり、課内に事務局を設置しているため。

7
（社会教育課）
鳥取県社会教育委員連絡協
議会会計

適正 161,996 381,557
鳥取県社会教育委員連絡協議会に係る事
務局の会計

通帳
県及び市町村の社会教育委員をつなぐ連絡会であり、課内に事務局を設置し
ているため。

8
（図書館）
鳥取県図書館協会会計

適正 130,591 794,781
鳥取県図書館協会活動等に係る経費を取
り扱う会計

通帳

鳥取県図書館協会は、県立図書館が中心となって設立した団体で、同館内に
事務局を設置し、活動している団体である。館種を越えた県内相互協力の骨組
みづくりへの県立図書館の果たす役割は大きい。県内図書館の連絡の中枢で
ある県立図書館が会計事務を取り扱うのが適当と考えられる。

9
（図書館）
遠藤董先生顕彰会会計

適正 944,591 974,365
遠藤董先生顕彰会活動に係る経費を取り
扱う会計

通帳
遠藤董先生顕彰会は、県立図書館創設に大きく関わった遠藤先生を顕彰する
団体で、県立図書館内に事務局を設置し活動している団体であり、県立図書館
が会計事務を取り扱うのが適当と考えられる。

10
（人権教育課）
財団法人鳥取県育英会会計

適正 84,630,394 88,706,353
公益財団法人鳥取県育英会の会計（固定
資産を除く）

通帳
関東地方の大学に通う本県出身者を対象とした学生寮の設置・運営を行う公
益法人であり、事務局を人権教育課に置いているため。

適正な経理処理の確保に向けた現状点検結果報告書（県費外会計関係）

教育委員会事務局
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11
（文化財課）
史跡鳥取藩主池田家墓所保
存会

適正 2,527,684 44,365,382
史跡鳥取藩主池田家墓所保存会に係る事
務局の会計

通帳
財団設立の目的である、史跡鳥取藩主池田家墓所の保存･活用を行うために
は、連絡調整や関係機関との連携、事務の効率化からも文化財課に事務局を
置くことが望ましく、運営規定上でも定められているため。

12
（文化財課）
鳥取県文化財保存協会

適正 637,371 17,845,778
文化財保存団体への支援及び文化財関係
図書頒布事業に係る会計

通帳
本会の会員は、文化財の所有者及び管理者で構成されており、連絡調整や関
係機関との連携など、事務の効率化からも文化財課に事務局を置くことが望ま
しく、規約上でも定められているため。

13
（文化財課）
青谷上寺地遺跡史跡保存活
用協議会

適正 515,489 4,068,833
青谷上寺地遺跡の活用に係る事業に関す
る会計

通帳

国史跡青谷上寺地遺跡の保存・活用を行っていくため、県と市及び民間が協
働・連携して事業を行うことを目的としており、連絡調整や関係機関との連携、
事務の効率化から文化財課に事務局を置くことが望ましく、設置要綱上でも定
められているため。

14
（博物館）
鳥取県立博物館振興会

適正 7,306,158 12,949,502
鳥取県立博物館振興会が行う刊行物の制
作、頒布等の事業に係る会計

通帳
この会は、県民の博物館資料及び事業に対する理解を深めるとともに文化芸
術や自然科学への興味を喚起することを目的としており、館内に事務局を置い
ているため。

15
（博物館）
鳥取県ミュージアムネットワー
ク会計

適正 929,900 1,061,443
鳥取県ミュージアムネットワークが行う博物
館相互の情報交換、共同研究の実施、出
版物の発行等の事業に係る会計

通帳
この会は県内の博物館等の相互連携を密にし、博物館等事業の普及発展を図
ることを目的としており、館内に事務所を置いているため。

16
（博物館）
鳥取県博物館友の会会計

適正 163,790 391,643
鳥取県博物館友の会が行う研究会・講演
会の開催、会誌の発行等の事業に係る会
計

通帳
現金

この会は、博物館と連携して自然・人文及び美術部門の研究と普及に努めるこ
とを目的としており、館内に事務所を置いているため。

17
（博物館）
鳥取地域史研究会会計

適正 134,850 561,409
鳥取地域史研究会の行う月例会の開催、
研究誌の発行、講演会の開催等の事業に
係る会計

通帳
この会は、歴史研究を通じて鳥取県域の文化の発展に寄与することを目的とし
ており、館内に事務局を置いているため。

18
（博物館）
鳥取民俗懇話会会計

適正 40,314 131,336
鳥取民俗懇話会の行う月例会の開催、研
究史の発行、民俗調査の実施等の事業に
係る会計

通帳
この会は、民俗及び民俗学の調査研究を通じて郷土文化の発展に寄与するこ
とを目的としており、館内に事務局を置いているため。

19
（博物館）
鳥取県生物学会会計

適正 628,167 817,691
鳥取県生物学会の行う研究発表会・講演
会の開催、採集・調査の実施及び会誌の
発行等の事務に係る会計

通帳
この会は、鳥取県の生物に関する研究の推進を図ることを目的としており、館
内に事務局を置いているため。

20
（博物館）
日本博物館協会中国支部研
修会会計

適正 60,168 220,004
日本博物館協会中国支部で行う研修会に
要する経費に係る会計

通帳
本館は、日本博物館協会中国支部の加盟館であり、同協会中国支部の年次
ローテーションにより、平成２７年度は本館が研修担当館となっており、研修担
当館としての役割を果たす責務があるため。【H27新設会計】

21
（体育保健課）
鳥取県学校保健会

適正 5,930 1,225,963 鳥取県学校保健会の活動経費に係る会計 通帳 学校保健に関する団体であり、体育保健課内に事務局を置いているため

22

（体育保健課）
平成２８年度全国高等学校総
合体育大会鳥取県準備委員
会

適正 0 218,263
平成28年度全国高等学校総合体育大会鳥
取県準備委員会の活動経費に係る会計

通帳
高校総体に関する団体であり、体育保健課内に事務局を置いているため。
→「平成28年度全国高等学校総合体育大会鳥取県実行委員会会計」に移行
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23

（体育保健課）
平成２８年度全国高等学校総
合体育大会鳥取県実行委員
会

適正 1,288,224 8,957,755
平成28年度全国高等学校総合体育大会鳥
取県実行委員会の活動経費に係る会計

通帳
高校総体に関する団体であり、体育保健課内に事務局を置いているため。
【H27新設会計】

24
（体育保健課）
チームとっとり元気キッズ育
成協議会

適正 950,318 1,785,101
チームとっとり元気キッズ育成協議会の活
動経費に係る会計

通帳
子ども体力向上推進に関する団体であり、体育保健課内に事務局を置いてい
るため。
【国委託事業に係る協議会設置に伴う新設会計】

25
（体育保健課）
第６１回中国地区学校保健研
究協議大会実行委員会

適正 10,491 30,001
第61回中国地区学校保健研究協議大会実
行委員会の活動経費に係る会計

通帳
中国地区学校保健研究協議大会に関する団体であり、体育保健課内に事務局
を置いているため。
【新設会計（中国地区各県の持ち回り会計）】

26
（中部教育局）
東伯郡社会教育協議会会計
(通帳)

適正 287,462 727,191 東伯郡社会教育協議会に係る事務局会計 通帳
郡全体の社会教育を総合的に推進するために設置された協議会であり、その
事務局及び会計を引き受けたもの。

27
（中部教育局）
東伯郡社会教育協議会会計
(郵券)

適正 3,665 1,246 東伯郡社会教育協議会に係る事務局会計 郵券
郡全体の社会教育を総合的に推進するために設置された協議会であり、その
事務局及び会計を引き受けたもの。

28
（西部教育局）
西部地区人権・同和教育振
興会議会計

適正 28,270 163,504
当該市町村からの負担金の収入事務及び
事業実施に当たっての支出事務

通帳
当会の目的である西部地区における人権・同和教育の推進を図るための学校
教育及び社会教育の各種研修会実施に当たり、各団体・市町村・保・幼・小・
中・高・特別支援の各学校の連絡・調整には適任であると考えられるため。

29
（西部教育局）
西部地区社会教育担当者研
究協議会会計

適正 49,055 138,524
会費等の収入事務及び事業実施に当たっ
ての支出事務

通帳
当会の目的である西部地区における社会教育の振興を図るための施策検討、
教育計画の策定、各種研修会の実施に当たり、各市町村相互の連絡・調整に
は適任であると考えられるため。

30
（むきばんだ史跡公園）
妻木晩田遺跡活用実行委員
会会計

適正 118,758 406,356
妻木晩田遺跡の活用に係る実行委員会の
会計

通帳
「妻木晩田遺跡」の積極的活用を目的とする団体であり、県の施策と密接な関
係があるため。

31
（むきばんだ史跡公園）
とっとりの文化遺産魅力発掘
プロジェクト実行委員会

適正 546,722 1,103,167
とっとりの文化遺産魅力発掘プロジェクト実
行委員会

通帳

県内の文化遺産の魅力を発掘し地域資源として活用するため、文化財所有
者、県、市および民間が協働・連携して事業を行うことを目的としており、連絡
調整や関係機関との連携、事務の効率化からむきばんだ史跡公園に事務局を
置くことが望ましく、会則上でも定められているため。

合計 103,893,081 237,016,955

※１　平成２８年３月３１日現在の保有額
※２　平成２７年度の総収入額（前年度からの繰越額を含む。）
※３　実地点検対象会計（全所属から７所属を抽出し、各所属が保有する全会計から１～４会計を抽出して実施）



(１)
(２)
ア

(２)
イ

(２)
ウ

(２)
エ

ア イ ウ エ オ カ キ

1 ＰＴＡ会計 要改善 1,449,087 8,517,583
ＰＴＡ活動に係る経費を取り
扱う会計 通帳

学校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
保護者が会計処理を行うことは
困難であるため

✓ ✓

2 １年学年費 要改善 83,077 21,570,327

普通科及び理数科１年生（く
くり募集）における、教材費、
負担金、特別活動等にかか
る経費を取り扱う会計

通帳
学校教育で必要な経費を扱って
おり、学校で会計処理する必要
があるため

✓

3 普通科２年学年費 要改善 788,690 16,284,411
普通科２年生における、教材
費、負担金、特別活動等にか
かる経費を取り扱う会計

通帳
学校教育で必要な経費を扱って
おり、学校で会計処理する必要
があるため

✓

4 普通科３年学年費 要改善 0 17,696,388
普通科３年生における、教材
費、負担金、特別活動等にか
かる経費を取り扱う会計

通帳
学校教育で必要な経費を扱って
おり、学校で会計処理する必要
があるため

✓

5 理数科２年学年費 要改善 135,783 2,720,314
理数科２年生における、教材
費、負担金、特別活動等にか
かる経費を取り扱う会計

通帳
学校教育で必要な経費を扱って
おり、学校で会計処理する必要
があるため

✓

6 理数科３年学年費 要改善 0 2,359,292
理数科３年生における、教材
費、負担金、特別活動等にか
かる経費を取り扱う会計

通帳
学校教育で必要な経費を扱って
おり、学校で会計処理する必要
があるため

✓

7 生徒会会計 要改善 3,176,021 9,262,003
生徒会活動にかかる経費を
取り扱う会計 通帳

学校教育の一環であり、生徒が
会計処理を行うことが困難であ
るため

✓

8 生徒会東高祭会計 要改善 64,521 160,459
学校祭にかかる経費を取り
扱う会計 通帳

学校教育の一環であり、生徒が
会計処理を行うことが困難であ
るため

✓

9
ＰＴＡ模擬試験実施委
員会会計

要改善 655,498 3,067,818
週休日、祝日、平日の勤務
時間外に実施する校外模擬
試験等にかかる会計

通帳

学校教育の一環であり、また学
校に常駐していない保護者が会
計処理を行うことは困難である
ため

✓

10
ＰＴＡ雇用職員社会保
険料等預かり会計

要改善 62,134
PTA会計で計

上

508,849

ＰＴＡが雇用している職員の
社会保険、雇用保険料等の
一時預かりの会計

通帳

学校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
保護者が会計処理を行うことは
困難であるため

✓ ✓ ✓

11 教育振興会会計 要改善 2,798,248 11,287,110
部活動、教育活動の支援に
係る経費を取り扱う会計 通帳

本校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
者が会計処理を行うことは困難
であるため

✓

12
教育振興会基本財産
積立金会計

要改善 4,000,881 4,000,881

同上の積立金としていた会
計
（２２年度に全額一般会計に
操出）

通帳 同上 ✓ ✓

４
そ
の
他

３ 会計処理

１ 立替払

２ 適正管理

適正な経理処理の確保に向けた現状点検結果報告書（県費外会計関係）

番号 会計等の名称
点検
結果
（※1）

平成27年度
末保有額

（※２）

平成27年度
決算額
（※３）

会計の内容
管理
方法

教職員が取り扱ってい
る理由等

自主点検結果等（※４）

所属名：鳥取東高等学校
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１ 立替払

２ 適正管理
番号 会計等の名称

点検
結果
（※1）

平成27年度
末保有額

（※２）

平成27年度
決算額
（※３）

会計の内容
管理
方法

教職員が取り扱ってい
る理由等

自主点検結果等（※４）

13
東山会（鳥取東高等
学校教育後援会）会
計

要改善 1,126,358 1,538,297
教育振興の後援に係る経費
を取り扱う会計 通帳

本校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
者が会計処理を行うことは困難
であるため

✓

14
同窓会（雨天練習場
建設資金）

要改善 3,244,072 3,244,072
雨天練習場建設費（国庫補
助対象）と維持管理経費を扱
う会計

通帳
本校教育に深く関係する団体で
あり、本校の雨天練習場建設費
と維持管理費であるため

✓ ✓ ✓

15
鳥取県高等学校体育
連盟受入会計

要改善 0 899,480
鳥取県高等学校体育連盟か
ら振り込まれる経費を取り扱
う会計

通帳
大会等への生徒派遣経費受入
の会計であるため ✓ ✓ ✓

16
鳥取県高等学校文化
連盟受入会計

要改善 0 73,234
鳥取県高等学校文化連盟か
ら振り込まれる経費を取り扱
う会計

通帳
大会等への生徒派遣経費受入
の会計であるため ✓ ✓ ✓

17
鳥取県体育協会等受
入会計

要改善 0 50,000
鳥取県体育協会等の団体か
ら振り込まれる経費を取り扱
う会計

通帳
大会への生徒派遣経費等受入
の会計であるため ✓ ✓ ✓

18
鳥取東高校購買部会
計

要改善 862,732 862,732
生徒・職員用の文房具、カッ
ターシャツ、飲料自販機等
扱っていた会計

通帳
現金

学校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
保護者が会計処理を行うことは
困難であるため

✓ ✓ ✓

19
自転車ステッカー代
会計

要改善 32,450 116,950
自転車通学する生徒の自転
車に貼るステッカー代を取り
扱う会計

通帳
学校でステッカーを一括購入す
るため、学校で会計処理する必
要がある。

✓ ✓ ✓ ✓

20 生物科教材費 要改善 53,121 53,121
生物を選択している生徒の
実験ノート代及び教材費

通帳
現金

実験、実習に必要な教材費であ
り、授業担当者が取り扱うことが
効率的であるため

✓ ✓ ✓

57

学年費で計上

495,250

35,019

学年費で計上

70,750

23 家庭部１年会計 要改善 324 25,000
家庭部を運営するための会
計 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓ ✓

24 家庭部２年会計 要改善 3,672 29,777
家庭部を運営するための会
計 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓ ✓

✓✓

✓

✓

✓✓
家庭科実習に必要な教材費であ
り、授業担当者が取り扱うことが
効率的であるため

学校教育の一環であり、生徒が
会計処理を行うことが困難であ
るため

家庭クラブ費

21
家庭基礎（1年）実習
費

実習材料費会計 通帳0要改善

通帳要改善22

✓

✓18,427
家庭科を履修している生徒を
会員として活動している会の
会計
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25 家庭部３年会計 要改善 0 10,064
家庭部を運営するための会
計 現金 ✓ ✓ ✓ ✓

26
鳥取県高等学校体育
連盟水泳専門部会計

要改善 313,427 928,726
鳥取県高等学校水泳部の活
動を推進するための会計 通帳

学校教育の一環である部活動に
係わる経費であり、高校の水泳
部顧問が持ち回りで担当してい
るため

✓ ✓ ✓

27
鳥東高野球部後援会
会計

要改善 261,839 3,502,085
東高野球部の活動を支援す
るための経費を取扱う会計 通帳

学校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
保護者が会計処理を行うことは
困難であるため

✓ ✓

28 吹奏楽部部費 要改善 405,792 2,872,503
吹奏楽部に係る楽器調整
費、遠征費、輸送費、楽譜
代、会場使用料等取扱うもの

現金
学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓

29
男子バスケットボール
部部費

要改善 148,213 493,380
男子バスケットボール部に係
る大会参加費、遠征費等取
扱うもの

通帳
現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓

30
女子バスケットボール
部部費

要改善 74,149 1,774,021
女子バスケットボール部に係
る大会参加費、遠征費等取
扱うもの

現金
学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓

31 男子テニス部部費 要改善 1,413 46,795
男子テニス部に係る大会参
加料、遠征費等取扱うもの 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓

32
男子ソフトテニス部部
費

要改善 0 115,678
ソフトテニス部に係る大会参
加料、遠征費等取扱うもの 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓ ✓

33 男子サッカー部部費 要改善 12,389 2,452,649
男子サッカー部に係る大会
参加料、遠征費等取扱うもの 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓

34
男子バレーボール部
部費

要改善 15,109 653,353
男子バレー部に係る消耗品、
大会参加料、遠征費等取扱
うもの

現金
学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓

35 バトミントン部部費 要改善 6,369 809,187
バトミントン部に係る消耗品
等取扱うもの 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓

36 ボート部部費 要改善 8,549 1,061,671
ボート部にかかる大会参加
料、備品等取扱うもの 通帳

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓

37 男子卓球部部費 要改善 488 1,034,420
男子卓球部に係る消耗品、
大会参加料、遠征費等取扱
うもの

通帳
学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓

38 陸上競技部部費 要改善 3,177 93,724
陸上部に係る練習用施設利
用料等取扱うもの 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓
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39 弓道部部費 要改善 0 305,360
弓道部に係る消耗品費、修
理代等取扱うもの 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

40 水泳部部費 要改善 91,971 1,801,617
水泳部に係る大会参加料、
遠征費等取扱うもの 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓

41 柔道部部費 要改善 93,219 100,652
柔道部の大会参加、合宿等
に係る経費 現金

学校教育の一環である部活動に
必要な経費であるため ✓ ✓ ✓ ✓

42
鳥取県高等学校体育
連盟柔道専門部会計

要改善 851,212 1,808,232
鳥取県高等学校柔道部の活
動を推進するための会計【持
回り会計】

通帳

学校教育の一環である部活動に
係わる経費であり、高校の柔道
部顧問が持ち回りで担当してい
るため

✓ ✓ ✓

43
鳥取県立学校事務職
員協会会計

要改善 477,063 901,613

鳥取県立学校事務職員の資
質向上を図るための研修等
を行うための会計【持回り会
計】

通帳
学校教育を支える事務職員を会
員とする団体であり、持ち回りで
担当するため

✓

44
鳥取県高等学校東部
地区体育連盟ソフトテ
ニス専門部会計

要改善 62,551 148,745
鳥取県高等学校東部地区ソ
フトテニス部の活動を推進す
るための会計

通帳

学校教育の一環である部活動に
係わる経費であり、高校のソフト
テニス部顧問が持ち回りで担当
しているため

✓

45
鳥取県高等学校文化
連盟書道専門部会計

要改善 125,464 592,616
鳥取県高等学校書道部の活
動を推進するための会計 通帳

学校教育の一環である部活動に
係わる経費であり、高校の書道
部顧問が持ち回りで担当してい
るため

✓ ✓

46
全国公立高等学校事
務職員協会中国地区
協議会

要改善 1,206,630 2,020,052
中国地区各県の事務職員の
資質向上等を図る活動を行う
ための会計

通帳
学校教育に深く関係する団体で
あり、各県の持ち回りで担当する
ため

✓

合計 22,714,120 127,381,468

（※２）平成２８年３月３１日現在の保有額

（※３）平成２７年度の総収入額（前年度からの繰越額を含む。）

（※１）自主点検結果等（※４参照）においてひとつでも✔がついた会計については「要改善」としているが、点検結果「別紙２」で記載したように「１ 立替払」については今後高等学校
課等において方針を検討し、それに基づき改善検討を進めることとしており、方針の内容によっては結果として改善を要さないこととなる会計もあり得る。

（※４）県費外会計事務に係るチェックシート（「適正な経理処理の確保に向けた点検結果（平成２８年度結果）」別紙２の別添１）を用いて各所属が自主点検（「４その他」については
教育行政監察担当による追加調査）した結果において、改善を要する（又は改善検討の余地がある）項目について「✔」を付している。


